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令和７ ４

　雇用保険の被保険者負担額は、労働者（被保険
者）に支払われた賃金額に被保険者負担率をかけて
算定します。
　この被保険者負担額については、事業主は、労働
者に賃金を支払う都度、その賃金額に応ずる被保険
者負担額を、賃金から控除することができます。

　この額に1円未満の端数が生じた場合、「通貨の
単位及び貨幣の発行等に関する法律」第3条に基づ
き、債務の弁済額に50銭未満の端数があるときに
は切り捨て、50銭以上1円未満のときには1円に切
り上げることとなります。
　なお、この端数処理は、債務の弁済を現金で支払
う時点で行うことから、雇用保険の被保険者負担額
を賃金から源泉控除する場合には、事業主が被保険
者に控除後の賃金を現金で支払う時点で端数処理を
行うこととなるため、結果として50銭以下の場合
は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げとなり
ます。

　ただし、これらの端数処理の取扱いは、労使の間
で慣習的な取扱い等の特約がある場合にはこの限り
ではなく、例えば、従来切り捨てで行われていた場
合、引き続き同様の取扱いを行ったとしても差し支
えありません。

※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、
内水面養殖及び特定の船員を雇用する事業につい
ては一般の事業の率が適用されます。
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宿泊費・赴任手当等
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・社会保険適用促進手当

（短時間労働者への社会保険の

適用を促進するため、労働者が社

会保険に加入するにあたり事業主

が労働者の保険料負担を軽減す

るために支給するもの）



１月31日までのもの」については、

業種
番号

31

事 業 の 種 類

水 力 発 電 施 設
ず い 道 等 新 設 事 業

32 道 路 新 設 事 業

33 舗 装 工 事 業

34 鉄道又は軌道新設事業

38

36

既設建築物設備工事業

35 建 築 事 業
（既設建築物設備工事業を除く。）

機 械 装 置
の 組 立 て
又 は 据 付
け の 事 業

組立て又は取り
付けに関するもの

その他のもの

37 そ の 他 の 建 設 事 業

工事開始日が
平成24年4月1日～
平成27年3月31日
のもの

労務費率
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工事開始日が
平成27年4月1日～
平成30年3月31日
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工事開始日が
平成30年4月1日～
令和6年3月31日
のもの
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工事開始日が
令和6年4月1日～
のもの
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